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2.2.8  人の動き 

(1)  交通手段と発着地 

 

 

 

 

 

 

 

データ：第 5 回東京都市圏パーソントリップ調査（Ｈ20） 

図 中央区と区部、東京都関連移動の代表交通手段の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ：第 5 回東京都市圏パーソントリップ調査（Ｈ20） 

図 中央区関連移動の発着地別内訳 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データ：第 5 回東京都市圏パーソントリップ調査（Ｈ20） 

図 発着地別の代表交通手段別分担率 

○ 中央区関連の移動(内々、内外移動）における利用交通手段は、東京都や区部と比較して、鉄道利用の

割合が高い一方、バスや自転車、自動車の割合が低くなっています。 

○ 中央区関連の移動のうち、内々移動（中央区内を発着地とする動き）は 13％であり、87％は内外移動

（区外から・区外への移動）となっています。 

○ 区内外移動では大多数が鉄道利用なのに対して、区内の移動手段では徒歩が約 7 割を占め、以下、自

転車 12％、鉄道 10％、自動車 7％の順であり、バスは 2％に留まっています。 
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(2)  区内の人の動き 

 

 
データ：第 5 回東京都市圏パーソントリップ調査（Ｈ20） 

 

図 区内（東京駅を含むゾーン）での動き（全手段） 

 

 

 

 

 

○ 区内を発着地とする人の動きは、銀座地区を発着地とする移動が多く、特に銀座地区～日本橋人形町

地区、東京駅方面間で多くなっています。 

○ 鉄道は銀座地区～日本橋人形町地区などの南北方向での利用が多い一方、月島・晴海地区を発着地と

する利用は少なくなっています。 

○ バスは月島・晴海地区を発着地とする利用に偏っており、そのほかではあまり利用されていません。

○ 自動車は京橋・築地地区を中心に偏りなく利用されています。 

○ 自転車は、日本橋人形町地区、京橋・築地地区、月島・晴海地区を発着地とする利用が多い一方、銀

座地区、東京駅前地区での利用は少なくなっています。 

○ 徒歩は東京駅方面・銀座地区・東京駅前地区・京橋築地地区の各地区間での移動が多くなっています。

日本橋人形町地区 

東京駅前 
地区 

銀座地区 
京橋・ 

築地地区 

月島・晴海地区 

東京駅方面 
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データ：第 5 回東京都市圏パーソントリップ調査（Ｈ20） 

 

図 区内交通手段別の人の動き（交通手段別） 
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2.2.9  物流 

(1)  貨物車交通 

 

 

参考：国土交通省道路局ＨＰ、「重さ指定道路、高さ指定道路とは」、 

http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000023.html 

資料：国土交通省（H22.4）「車両制限令の指定道路地図」

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-c/index.html 

                                  図 重さ指定道路・高さ指定道路分布 

 

 

 

 

○ コンテナ車等のうち、特に大型貨物車の通行が可能な道路（高さ・重さ指定道路）は、区内の幹線道

路の多くが指定されています。 

・中央通り：全ての大型貨物車が走行可 

・昭和通り：高さ指定のみ 

・晴海通り：晴海地区～築地交差点間は全ての大型貨物車が走行可 

（但し、築地交差点より西の区間は高さ指定のみ） 

・新大橋通り：全ての大型貨物車が走行可 

○ 一般道では海岸通りや晴海通りで、大型車混入率が 20％を超え、大型車の通行が多いです。 

◆重さ指定道路 
 高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保

全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した

道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび

軸重に応じて最大25トンとする道路。（幅、長さ、高さの最

高限度は一般的制限値と同じ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆高さ指定道路 
 高さ指定道路とは道路管理者が道路の構造の保全およ

び交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路で
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データ：Ｈ22 道路交通センサス            

図 区内一般道の大型車混入率 
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(2)  端末物流 

 

表 中央区で実施されている端末物流対策の施策事例 
施策 実施場所 概要 

既 存 駐 車 場

（一時貸し）

の転用による

荷捌きスペー

スの確保 

パーク 24 と

ヤマト運輸

（東京地区）

コインパーキングの

パーク24の施設を荷

捌きに活用してい

る。 

 

 

貨物車の駐車

のタイムシェ

アリング 

日本橋 

横山町 

トラックと乗用車の

集中時間を分離し、

駐車需要を平準化す

るため、タイムシェ

アリングを実施して

いる。 

 

空き店舗の活

用による共同

荷受け施設の

確保 

宅配事業者

のデポ（ヤマ

ト運輸のサ

テライトデ

ポ） 

地区内に 1 ヶ所のス

トックポイントとし

て整備し、活用され

ている。ここから各

配送先には台車等を

用いて集配送され

る。 

 
 

百貨店の代表

一括納品 

日本橋 

（三越） 

貨物車をアクセスで

きる納入業者を指定

（納品代行業者）し、

個別の事業者はそれ

らの納品代行業者の

集約拠点まで輸送す

る。 

 

資料：東京都都市圏交通計画協議会（Ｈ18.5）「端末物流対策の手引き」 

○ 中央区内では、商業施設や事務所が多数立地していることから、貨物・荷物の集配送や搬出といった

『端末物流』量が多くなっています。 

○ 中央区では、この端末物流に関わる路上駐車である『路上荷捌き駐車』も多く、これまで様々な取組

みを実施してきています。 
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資料：東京都都市圏交通計画協議会（Ｈ18.5）「端末物流対策の手引き」 

図 地区別の路上駐車密度 

 
資料：東京都都市圏交通計画協議会（Ｈ18.5）「端末物流対策の手引き」 

図 銀座地区での路上駐車に関する過去の検討 
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3.  中央区の交通に関する課題 
「２．中央区の社会経済現況」で整理した中央区の交通を取り巻く概況や交通の現況を踏まえ、中央区の

交通に関する課題を抽出しました。 

 

 

区内には、地下鉄やバスが網の目のように運行しているなど公共交通網が発達しています。また、

各運行事業者において、需要に応じたダイヤ改正を進めているほか、大江戸線勝どき駅では駅構内の

混雑緩和を目的としたホーム増設などの改良工事が行われています。 

しかし、晴海や勝どきなどの臨海部は、人口増加に伴う交通需要が増加しているにもかかわらず鉄

道の空白地域となっており、公共交通機関は路線バスに限られています。また、今後も大規模な再開

発事業などから人口が大幅に増加することが予想され、勝どき駅や駅周辺の混雑状況は一層激しくな

ることが懸念されます。 

このため、臨海部と都心とを結ぶ中量輸送機関の確保が必要です。 

 

 

 

【課題２】公共交通不便地域の解消 
 

コミュニティバス（江戸バス）の運行により、既存のバス路線では圏域外となっていた地域の一部

がバス圏域に入り、区内の公共交通不便地域は減少しました。しかし、依然として日本橋地域や晴海

地区などの一部には鉄道駅から 300m、バス停から 200m 以上離れた、高齢者や子育て世代にとって

は公共交通が不便と感じる地域が残っております。また、交通不便地域とは異なるものの、日本橋地

域と月島地域との移動や公共施設などへの移動に不便な地域もあります。今後、さらなる高齢化の進

展や子育て世代の増加も見込まれていることから、交通不便地域等を解消する必要があります。 

 

 

 

【課題３】自転車利用環境の充実 
 

駅周辺に通勤・通学者用の駐輪場の整備を進めていますが、駐輪場用地の確保が難しいことにより

放置自転車の減少が進んでおらず、安全な歩行空間ばかりでなく、まちの景観も損ねています。また

近では、健康志向や環境意識の高まりから、買物や観光、レジャー、ビジネスなどでの自転車利用

も増えており、業務・商業地域においても放置自転車が問題となっています。 

さらに、自転車の交通事故の増加や、ルールやマナーを守らない走行により歩行者の安全が損なわ

れています。このため、歩行者・自転車が安全・快適に通行できるよう駐輪場の整備を進めるととも

に、自転車の走行空間を確保する必要があります。 

 

 

【課題１】増加する交通需要に対する公共交通の充実 
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【課題４】自動車に伴う環境負荷の低減 
 

運輸部門のＣＯ２排出量は中央区全体の約 16％であり、そのほとんどが自動車からの排出です。

また、自動車の排気ガスによる大気汚染は近年改善されておりますが、光化学オキシダント濃度は環

境基準を上回っています。ＣＯ２や大気汚染などの環境負荷を低減し、環境にやさしいまちを形成し

ていくため、自動車利用を抑制する必要があります。 

また、区内の幹線道路は、昭和通りや永代通り、晴海通りなどの昼間 12 時間交通量が３万台を超

えています。また、中央通りや八重洲通り、永代通りなどで混雑時平均旅行速度が東京都区部平均値

（16km/時）を下回っています。そのため交通渋滞を緩和し、円滑で快適な自動車走行空間を確保す

る面からも、自動車利用の抑制が求められています。 

 

（参考）輸送機関別、走行速度による CO2 排出量の比較 

 一人の人が自家用乗用車で 1㎞移動する際の CO2 排出量は、バスの 3.4 倍、鉄道の 9.1 倍に

なります。 

 走行速度が 60km/時の場合 CO2 排出量は 20km/時の場合の 4 割減となります。 

 

    
資料：国土交通省                              資料：国土交通省 

 図 輸送機関別の二酸化炭素排出量      図 走行速度による二酸化炭素排出量の比較 

 
 

【課題５】バリアフリー対応の充実 
 

区内の鉄道駅においては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、

エレベーターやエスカレーターなどの整備を積極的に進めており、現在区内 28 駅中 20 駅が整備済み

と成っています。しかし用地確保が困難などの理由から、8 駅が一部整備済、未整備となっており、

引き続き整備を進める必要があります。 

また、道路についても、セミフラット化を進めるなど段差解消を図っていすが、引き続きバリアフ

リーの確保化を推進する必要があります。 

 

【課題６】まちの魅力を高める交通環境の充実 
 

区内の小売業の商品販売額は都内第 1 位であり、銀座、日本橋をはじめ国内有数の商業地区を有し

ています。また、日本橋問屋街・築地市場・人形町や月島もんじゃ街・晴海トリトンスクエア等の特

色ある商業施設のほか、劇場や美術館、史跡・旧跡、歴史的建造物などの文化施設も区内各地に多数

存在しています。 

しかし、買い物客や観光客など多くの来街者を集め、まちが活力に満ち発展していくためには、回

遊性やまちの魅力を高める交通環境の充実が必要です。 
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4.  交通の基本理念・目標及びまちの将来イメージ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通の基本理念 

人と環境にやさしく、まちの魅力を高める交通の実現 

～公共交通の利便性をさらに高め、車依存の低減をめざして～ 

 

○ 中央区では、平成 10 年 6 月に策定した基本構想において、21 世紀を展望した将来像「生涯躍動へ 都

心再生―個性がいきる ひととまち」を描き、４つの基本的方向を定めています。本計画では、この

目指すべきまちの将来像と、これまでに抽出した現時点における交通に関する様々な課題を踏まえ、

車から公共交通中心の社会への移行を目指し、誰もが安全・安心・快適に移動できる魅力的な都市の

実現に向けて、交通の基本理念を以下のとおりとしました。 

  まちの将来像 

 

  交通に関する課題 

① 増加する交通需要に対する公共交通の充実 

② 公共交通不便地域の解消 

③ 自転車利用環境の充実 

④ 自動車に伴う環境負荷の低減 

⑤ バリアフリー対応の充実 

⑥ まちの魅力を高める交通環境の充実 

≪基本的方向≫ 

・ 100 万人が住み・働き・楽しめるまち中央区 

・都心コミュニティが息づくまち中央区 

・個性豊かなまち中央区 

・世界に誇れる風格あるまち中央区 

≪将来像≫ 

「生涯躍動へ 都心再生―個性がいきる ひととまち」
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都心に位置する中央区は、地下鉄や都営バスなどの公共交通機関が発達しております。また、平成 21 年

12 月からコミュニティバスである江戸バスを運行し、交通環境の充実が図られているところです。しかし、

人口増加が著しい晴海や日本橋の一部に公共交通不便地域も残っています。 

また、増加する自転車利用に対する駐輪場の確保など放置自転車対策や走行空間の確保、ルールやマナー

の徹底などの自転車利用の促進や高齢者や子育て世代など交通弱者を含めたすべての人々に利用しやすい

バリアフリーなどの対応も求められています。 

まちの特徴としては、中央区は江戸開府以来、日本の文化・商業・情報の中心として栄え、歴史と文化を

引き継ぎながら、常に時代の先端をリードする活気と賑わいのあるまちとして発展してまいりました。区内

には銀座、築地、日本橋、月島などの商業施設や歌舞伎座、明治座などの劇場をはじめ、映画館や美術館な

どの文化施設などが集積しています。これら区の豊富な資産を十分に活用し、まちの魅力を高める交通の実

現が望まれます。 

21 世紀は環境の世紀といわれ、待ったなしの地球温暖化や都市部のヒートアイランド現象など環境への

対応は不可欠であります。鉄道やバスなどの公共交通機関の充実を図るとともに、自転車などの利用を促進

し、化石燃料を使用する車の利用を可能な限り抑制するなど、環境負荷を低減していく必要があります。 

 これらの考えから、本計画における交通の基本理念を「人と環境にやさしく、まちの魅力を高める交通

の実現～公共交通の利便性をさらに高め、車依存の低減をめざして」とします。 

【交通の基本理念】 
人と環境にやさしく、まちの魅力を高める交通の実現 

～公共交通の利便性をさらに高め、車依存の低減をめざして～ 
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4.1  目標 

基本理念の実現に向けて、具体的な施策が目指す方向性を示すため、以下の４つを目標とします。 

 

 

今後も人口増加が見込まれる中、現在都心部と臨海部（晴海地区）を結ぶ公共交通機関は路線バスに限ら

れています。しかし、路線バスは定時性・速達性・輸送力などに課題があります。また、現在臨海部（Ⅲゾ

ーン）には、地下鉄駅が月島と勝どきの２駅しかありませんが、朝夕の通勤時間帯を中心に混雑が激しく、

安全で円滑な旅客流動に支障をきたす恐れがあります。そこで、定時性・速達性に優れるとともに一定の輸

送力を確保できる交通手段の導入を図り、利用者の選択肢を広げることにより、交通需要の分散を図ってい

きます。 

あわせて、駅出入口の増設、バス路線の運行見直しなど、既存交通施設の充実を図ります。また都市計画

道路等の整備を進めることにより、公共交通の利便性を高め、快適な区内移動を実現していきます。 

 

 

 

中央区は他の地域と比べ公共交通を利用する人の割合が高くなっています。しかし、日本有数の業務商業

の集積地域であることから、幹線道路の自動車交通量は多く、渋滞による速度低下もあります。こうしたこ

とから運輸部門からのＣＯ２排出量は部門別で２番目に多くなっています。 

交通における環境負荷の低減を図るため、鉄道やバスなどの利便性をさらに高めるとともに自転車の利用

を促進することなどにより、自動車から他の環境負荷の小さな交通に転換を図っていきます。また、自動車

については、共同利用の促進や電気自動車の普及などにより、環境負荷を軽減していきます。 

≪目標１≫臨海部の人口増加に対応できる利便性の高い交通を実現する 

≪目標２≫自動車利用の抑制、輸送手段の省エネ化を進めることで、環境負荷を

軽減する 
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本区では、今後も高齢者や子育て世代などの「交通弱者」の増加が予想されており、これらの人たちへの

対応が求められています。また、公共交通へのアクセスが不便と感じる地域があることから、これまでも取

り組んでいるバリアフリー施策を引き続き推進するとともに、既存交通サービスの充実を図っていきます。 

あわせて、区内を循環運行しているコミュニティバス（江戸バス）の充実を図るとともに、区内を運行す

る公共交通の一元的な情報提供など、来街者を含む誰もが安全・安心・快適に移動できる環境を整備してい

きます。 

 

 

 

本区には銀座や日本橋、築地、月島など多くの観光資源があります。これらの資源を活用し地域の活性化

を図っていくためには、地区間・地域内の回遊性を高める交通環境の整備が必要です。誰もが気軽に乗り降

りができ、既存交通などとの連携が図られた交通を提供するとともに、地域間・施設間を結ぶ交通を充実し

ていきます。また、交通そのものが観光資源の一つとなるよう、魅力的なものにしていくとともに、街歩き

を促進するために歩行環境の向上を図ります。 

≪目標３≫高齢者や子育て世代を含め、誰もが行きたいところに安全・安心に 

出かけられる 

≪目標４≫地域資源（観光施設や商業施設）をつなぎ、まちの魅力向上に寄与す

る交通環境を実現する 


